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安全な交通行動への
誘導方策
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前回ワーキンググループ

このほか

○ 路側帯拡幅・中央線

抹消による速度低減

○ ゾーン３０規制情報の

カーナビへの提供

○ エコドライブの実践に

よる交通事故の低減
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路側帯拡幅・中央線抹消による速度低減

路側帯を設置した上で中央線を抹消し、２車線道路を１車線化

実施前 実施後



路側帯の拡幅・設置及び中央線を抹消することで速度
の低減を図ったところ、最大で-１４km/h、７路線の平均
では-5km/hの速度低下が見られた。

愛知県警察が試験実施（平成12年）した結果

路側帯拡幅・中央線抹消による速度低減
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ゾーン３０設定箇所に係る情報

カーナビ等で活用（イメージ）

ここから先ｿﾞｰﾝ 30

情報提供

都道府県警察

ｶｰﾅﾋﾞ事業者等ｶｰﾅﾋﾞ事業者等

ゾーン３０規制情報のカーナビへの提供

都道府県警察

都道府県警察

都道府県警察

都道府県警察
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関係４省庁（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）で
構成するエコドライブ普及連絡会において「エコドライブ１０の
すすめ」を定め、エコドライブの普及を図っている。

貨物自動車運送事業者において、ゆっくりとした発進と停止
にポイントを置いたエコドライブ教育とその実践を行ったところ、
実施前後１年間の比較で、交通事故の減少が見られたとの
調査結果がある。

実施前
平均
１２．１件

実施後
平均
５．９件

約４９％に減少

エコドライブの実践による交通事故の低減


